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Ⅰ．はじめに

維持血液透析患者の高齢化は年々進んでおり、2018年12
月31日現在における透析患者の平均年齢は68.75歳、その中
でも最も割合が高いのは70～74歳となっており１）、透析患
者においても透析の見合わせも含めた意思決定支援の重
要性が叫ばれている。透析看護において、認知症を有する
患者に対する透析の実施困難や医師の透析指示に対する
本人の拒否、身体状況の悪化に伴う透析の見合わせなど、
日々の現場では倫理的課題が多く存在すると考えられる。
実際に終末期維持透析患者に関わる看護師を対象とした
研究２）において、「透析は慢性的に長い経過での死であり、
日常生活のなかで終末期という時期の見極めの難しいこ
とがある」、「死にゆく患者に対する透析施行が生命の質
に及ぼす影響を推しはかる」というような報告があり、倫
理的課題への助言や相談を行う場の必要性が高まってい
ると考えられる。

倫理的課題の解決を図る方法の1つとして臨床倫理コン
サルテーションがある。臨床倫理コンサルテーションと
は、米国生命倫理学会American Society for Bioethics
Humanities（ASBH）３）によれば、「患者、家族、代理人、
医療専門職、他のチームメンバーが患者のケアにおいて出
現する価値観に関する問題の不確かさもしくは対立への
解決策を探すために、個人もしくは集団に対して与えられ

る一連のサービス」とされている。他方、臨床倫理コンサ
ルタントとは、「ヘルスケア倫理コンサルテーションの要
望に対して責任を負い、ヘルスケア及び、もしくは教育的
な内容に関する倫理に関連したサービスを提供すること
もある（例えば倫理教育、学生や地域住民の育成、倫理関
連の制度的方針の策定または見直し、倫理関連の奨学金お
よび研究への従事、倫理委員会の議長、倫理相談サービス
の実施など）個人」とされている。

日本看護協会による規定では、倫理調整は専門看護師の
役割の1つとされている４）ほか、透析看護認定看護師の役割
にも看護職に対しコンサルテーションを行う「相談」があ
り、具体的な役割として、「長期療養生活におけるセルフ
ケア支援および自己決定の支援」５）と記されている。しか
し、透析実施施設の中には入院病床を持たない小規模のク
リニックも多くあり、慢性疾患看護や老人看護等の専門看
護師、あるいは認定看護師が所属していない施設が多数あ
ると考えられる。しかし看護師のクリニカルラダーには、
レベルⅣ、Ⅴといった管理職に就く看護師に必要とされる
能力は、ケアの受け手等の意思決定に伴うゆらぎを共有で
き選択を尊重できる、多職種も含めた倫理調整的役割を担
うことができるとされている６）。したがって、多くは看護
管理者が日々の看護実践で生じる倫理的課題について相
談・調整役を担っていると考えられる。

また、看護師という職業は、看護者の倫理綱領７）に信頼
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本研究の目的は、看護管理者の臨床倫理ケースコンサルタント役割に伴うストレス認知（Clinical Ethics
Case Consultants Stress Short Version：CECS-S）への関連要因を明らかにすることである。調査方法は、維
持血液透析療法を行う全国の医療施設から無作為抽出した1000施設の各1人の看護管理者を対象とし、独自に
作成した自記式質問紙により、無記名で調査を実施した。配布した調査票1000部うち277人から回収でき、その
うち有効回答の256人を分析対象とした。CECS-Sとその関連要因との関係を構造方程式モデリングで検討し
た。分析の結果、関連要因として認知の偏りのCECS-Sへの有意な正の関連が見られ、認知の偏りがある者ほど、
ストレスを高く認知していた。本研究の結果から、研修等の実施により看護管理者が自らの認知の偏りを自覚
する機会を作ることで、臨床倫理ケースコンサルト役割に伴うストレスを軽減し、精神健康度を良好に保つこ
とができる可能性が示唆された。
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を得ること、誠実であること、高い倫理観を持つこと、専
門職業人としての社会的使命・社会的責任を自覚し、品行
を高く保つこと等が記載されているように、優れた倫理観
や責任ある行動が求められる。このような職業特性より看
護師は「看護師とは～であるべきだ」という信念、つまり
認知（考え方）の偏りが生じやすい可能性がある８）とされ
ている。認知の偏りは、体験した出来事について、自己に
関連した内容を否定的、悲観的に歪めて捉え体験を意味づ
ける個人の判断基準である９）。これと似た概念にEllisの「不
合理な信念（irrational belief）」10）がある。EllisのABCモ
デルにおいて、出来事（A’s）に対して神経症的な、機能不
全な結果（C‘s）を招く原因として、「～ねばならない」と
いうような不合理な信念（iB’s）が関わっている10）とされる
ものであり、看護師において、対人援助職に特有のストレ
ス反応であるバーンアウトに影響を及ぼすことが明らか
となっている11）。また、看護師が高く倫理的悩みを認知し
ていたとしても、それが看護師の自己の価値観に偏重した
「～するべき」といった不合理な信念に基づくものではな
いか査定する必要がある12）とされている。これらより、看
護管理者自身の認知の偏りは倫理的課題の相談・調整の
実施とストレスの認知に影響を及ぼす可能性があると考
えられる。

臨床倫理コンサルテーションの困難さの要因の１つに
“倫理の曖昧さ”がある。これは、「現場スタッフが倫理的問
題に気付かない」といった現場の医療者の「倫理」に対す
る理解の少なさ、倫理的問題を言語化する難しさがあり、
それゆえに第3者に「つつかれたくない」という本音や周囲
への遠慮から倫理的問題を発生することを控えたい思い
によるものではないか13）との示唆もある。維持血液透析看
護における看護管理者も倫理的問題を感じる事象が存在
しているにもかかわらず、現場のスタッフはその事象を倫
理的問題と捉えていないことや、当事者や関係者との関係
性に配慮するがゆえに、看護管理者としてその対応に困難
を感じている可能性があると考えられた。さらに、維持血
液透析患者の終末期における意思決定に関する研究では、
経験を積んでいる腎専門医及び看護師へのインタビュー
調査により、対応の困難さを感じ、倫理的ジレンマが生じ
ていることが明らかとなっている14）。つまり、透析看護の
経験を積んでいる看護管理者でも、倫理調整を行う際には
ストレスを感じているものと考えられる。

そこで本研究では、看護管理者の倫理調整ストレスを低
減するための基礎資料を得ることをねらいとして、看護管
理者の臨床倫理ケースコンサルタント役割に伴うストレ
ス認知への関連要因を明らかにすることを目的とした。

Ⅱ．研究方法

１．調査対象

本研究の対象は、維持血液透析療法を行う全国の医療施
設から無作為抽出した1000施設の各1人の看護管理者とし
た。

２．調査方法、調査期間
調査は無記名による自記式質問紙により実施した。調査

期間は、2019年10月～11月である。

３．調査内容
調査項目は基本属性（年齢、透析看護経験年数、看護管

理者経験年数、勤務部署の対象患者）、臨床倫理における
職場環境、資格及び知識、臨床倫理ケースコンサルタント
役 割 に 伴 う ス ト レ ス 認 知 （ Clinical Ethics Case
Consultants Stress Short Version：CECS-S）15）、認知の偏
り16）、精神的健康度K617）である。
１）臨床倫理における職場環境、資格及び知識

臨床倫理における職場環境、資格及び知識として、倫理
的問題を相談できる場・人の有無、臨床倫理委員会の設置
の有無、倫理調整に関わる資格の有無、臨床倫理に関する
講義の基礎看護教育・現任教育の受講の有無、臨床倫理の
理論（結果論、帰結主義、功利主義など）及び意思決定や
倫理にかかわる指針・ガイドラインの知識の有無を尋ね
た。 

意思決定や倫理にかかわる指針・ガイドラインについ
ては、「看護者の倫理綱領」７）、「人生の最終段階におけ
る医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」18）、
「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン
～人工的水分・栄養補給の導入を中心として～」19）、「維
持血液透析の開始と継続に関する意思決定プロセスにつ
いての提言」20）、「日本語版POLST（DNAR指示を含む）
作成指針」21）、「がん患者の治療抵抗性の苦痛と鎮静に関
する基本的な考え方の手引き」22）、「救急・集中治療にお
ける終末期医療に関するガイドライン　3学会からの提
言」23）、「身体拘束予防ガイドライン」24）の8つの指針・ガ
イドラインについて、「知らない」、「名前を知っている」、
「内容を知っている」の3件法で尋ねた。
２）臨床倫理ケースコンサルタント役割に伴うストレス認
知

臨床倫理ケースコンサルタント役割に伴うストレス認
知の測定については、臨床倫理ケースコンサルタント役割
に伴うストレス認知（Clinical Ethics Case Consultants
Stress Short version：CECS-S）15）を用いた。CECS-Sは、
「コンサルテーション運営の難しさ（コンサルテーション
運営）」「コンサルタント役割に関する自己能力の不足（自
己能力）」の2因子（各5項目）で構成される。回答と得点
化は「感じない（1点）」～「とても感じる（4点）」とし、
得点が高いほど、ストレスを認知していることを示す。
３）認知の偏り
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認知の偏りの測定には認知の偏り測定尺度（Cognitive
Bias Scale: CBS）16）を用いた。CBSは「先読み（The fortune
teller error）」、「べき思考（Should thinking）」、「思
い込み・レッテル貼り（Labeling and mislabeling）」、「深
読 み （ Jumping to conclusions） 」 、 「 自 己 批 判
（Personalizations）」、「白黒思考（All-or-nothing）」の
6因子18項目からなる尺度である。それぞれ、「全く当ては
まらない（1点）」～「当てはまる（4点）」の4件法で回答
し、72点中、合計得点が高いほど認知の偏りが強いことを
示している。
４）精神的健康度

精神的健康度の測定にはK6質問表日本語版を使用した
17）。K6は米国のKesslerらにより開発され、「神経過敏に感
じましたか」、「絶望的だと感じましたか」、「そわそわ、落
ち着かなく感じましたか」などの6項目からなり、それぞれ
「全くない（0点）」～「いつも（4点）」の5件法で回答す
るようになっており、24点中、点数が低いほど精神的健康
度が高いことを示している。

４．分析方法
臨床倫理における職場環境、資格及び知識、認知の偏り

がCECS-Sを介してK6に関連すると仮定した因果関係モデ
ルを仮定し、このモデルのデータへの適合性を構造方程式
モデリングにより検討した。なお統制変数として臨床倫理
の基礎看護教育・現任教育の受講、年齢を投入した。モデ
ルのデータへの適合度はCFI（Comparative Fit Index）お
よびRMSEA（Root Mean Square Fit Index）を用いた。適
合性の判断は CFI>0.90、 RMSEA <0.05 （最良）、<0.08
（良）、<0.1 （可）とする Kline25）の指標を参考にした。な
お、分析実施時に欠損値については多重代入法により欠損
値代入を行った。統計解析にはMplus7.4、R4.0.2を用いた。

５．倫理的配慮
対象施設の看護管理者宛に、本研究の趣旨及び調査協力

の依頼に関する文書を送付し、調査に協力できる場合、調
査対象者への調査票の配布を依頼した。調査対象者には調
査票に同意の意思表示欄を設け、調査への同意の有無を確
認した。なお、本研究は岡山県立大学倫理審査委員会の承
認を得た（19-51）。

Ⅲ．結果

配布した調査票1000部うち277名（27.7％）より回収され、
そのうちほとんどの項目に欠損および調査への同意が得
られなかった21名を除く256名（25.6％）を分析対象とした。
１．調査対象者の基本属性

対象者の基本属性を表1に示した。調査対象者の年齢、透
析看護経験年数、看護管理者経験年数の平均値、標準偏差

はそれぞれ、51.1±7.1歳、14.5±10.6年、9.9±8.6年であった。
勤務部署の対象患者については、「通院のみ」97名（37.9%）、
「通院と入院」143名（55.9%）、「入院のみ」14名（5.5%）、
「無回答」2名（0.8%）であった。

２．臨床倫理における職場環境、資格及び知識
臨床倫理における職場環境、資格及び知識について、表

2、表3に示した。
倫理的問題を相談できる場・人については、「ない」が

164名（64.1%）で過半数を占めた。臨床倫理委員会の設置
については、「ない」が137名（53.5％）であった。臨床倫
理に関わる資格については、「専門看護師」、「認定看護
師」、「慢性腎臓病療養指導看護師（Dialysis Care and
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表２．臨床倫理における職場環境、資格及び知識



Management of Chronic Kidney Disease Leading
Nurse：DLN）」がそれぞれ２名、「臨床倫理認定士」、「治
験コーディネーター」、「その他」がそれぞれ1名であった。
基礎看護教育、現任教育での臨床倫理学習経験について
は、いずれもそれぞれ「ある」が181名（70.7%）、191名
（74.6%）と過半数を占めた。倫理理論の知識については、
「知らない」と「名前は知っている」がそれぞれ同数の121
名（47.3％）、「内容を知っている」は10名（3.9%）であっ
た。

意思決定や倫理にかかわる指針・ガイドラインに関す
る知識については、「内容を知っている」の割合が高かっ
たのは、「看護者の倫理綱領」147名（57.4%）、「維持血
液透析の開始と継続に関する意思決定プロセスについて
の提言」95名（37.1％）、「人生の最終段階における医療・
ケアの決定プロセスに関するガイドライン」91名（35.5％）、
「身体拘束予防ガイドライン」79名（30.9％）であった。

３．臨床倫理ケースコンサルタント役割に伴うストレス認
知

CECS-Sの回答分布を表4に示した。「感じる」、「とて
も感じる」を合わせた者の割合が高かったのは、「10．あ

なたに臨床倫理コンサルタント役割が求められている時、
『自分自身の意見や判断が間違ってはいないか？』と、関
係者がどのように思っているかが気になる」129名
（50.8％）、次いで「1．それぞれの部署の理念や職種の専
門性、重く価値をおくところに多様性があり、医療・ケア
方針の合意形成が難しい」121名（47.5％）、「7．臨床倫理
ケースカンファレンスで方針を明らかにしたいが、自分の
知識や情報、資源ネットワークが不足しているために、ア
イデアや選択肢を提案できない」109名（42.9％）の順であ
った。

４．認知の偏り
認知の偏りの回答結果を表5に示した。下位因子の合計

得 点 の 平 均 値 が 最 も 高 か っ た の は 「 べ き 思 考 」
（Mean±SD=7.5±1.7）であり、次いで「自己批判」
（Mean±SD= 6.8±1.7）、「深読み」（Mean±SD= 6.5±1.9）
の順に高かった。

５．臨床倫理ケースコンサルタント役割に伴うストレス認
知の関連要因

臨床倫理における職場環境、知識及び認知の偏りが
CECS-Sを介してK6に関連する、と仮定した因果関係モデ
ルの構造方程式モデリングによる検討を行った結果を図
１に示した。このモデルの適合度指標は、RMSEA=0.037、
CFI=0.912であった。CECS-Sに対して有意な関連があった
のは「認知の偏り」のみであり、パス係数は0.744であった。
CECS-SからK6へは有意な正のパス係数（0.816）がみられ、
寄与率は65.1%であった。
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表３．意思決定や倫理にかかわる指針・ガイドラインに関する知識

表４．臨床倫理ケースコンサルタント役割に伴うストレス認知



― 67 ―

Ⅳ．考察

本研究は、維持血液透析看護において、看護管理者が倫
理調整を行う際のストレス低減への基礎資料を得ること
をねらいに、維持血液透析看護における看護管理者の臨床
倫理ケースコンサルタント役割に伴うストレス認知
（CECS-S）への関連要因を明らかにすることを目的に行
った。その結果、関連要因のうち認知の偏りのみがCECS-
Sに有意な正の関連を示し、認知の偏りがある者ほど、スト
レスを高く認知していた。

１．維持血液透析看護における看護管理者の臨床倫理ケー
スコンサルト役割に伴うストレス

維持血液透析看護における看護管理者のCECS-Sの程度
が最も高かったのは、自己能力の因子の「10．あなたに臨
床倫理コンサルタント役割が求められている時、『自分自
身の意見や判断が間違ってはいないか？』と、関係者がど
のように思っているかが気になる」であり、「7．臨床倫理
ケースカンファレンスで方針を明らかにしたいが、自分の
知識や情報、資源ネットワークが不足しているために、ア
イデアや選択肢を提案できない」も同様に高かった。
臨床倫理コンサルタントは、価値観の問題について話し合
いをもったり、価値観の衝突の所在を明らかにしたり、ま
たそのような衝突を解決する手段を開発したりするサポ
ートをするのに役立つ26）と考えられている。したがってコ
ンサルタントに求められているのは、チームの一員として
主体的に解決策を見つける役割、つまり解決者の役割では
なく、「一歩引いた立場から議論を活性化する役割」27）で
ある。しかしながら、現実の臨床では倫理的課題に対する
答えをコンサルタントに求め相談する依頼者もおり、コン
サルタントは依頼者のニーズに対し過剰に反応し、依頼に
対する返答の伝え方にコンサルテーションの難しさを感
じている13）。本調査においても「10．あなたに臨床倫理コ
ンサルタント役割が求められている時、『自分自身の意見
や判断が間違ってはいないか？』と、関係者がどのように
思っているかが気になる」についてストレスを感じると回
答している者が多かった。倫理的に正しいという絶対的な
回答がないというとらえどころのなさが倫理カンファレ
ンスの一面であるが28）、蓋然性のある判断を参加者らとと
もに導き出すことがコンサルタントの役割である。したが
ってコンサルタント役割を担う管理者自身が、自らのコン
サルタントとしての役割を理解し、また依頼者にもコンサ
ルタントの役割を理解してもらう必要がある。　

次に、「7．臨床倫理ケースカンファレンスで方針を明ら
かにしたいが、自分の知識や情報、資源ネットワークが不
足しているために、アイデアや選択肢を提案できない」に
ついて多くの管理者がストレスとして認知していた。倫理
や哲学への苦手意識を持つことが、負担感につながるとの
報告28）もあり、経験だけでなく知識を身に付けることも重
要である。臨床倫理コンサルテーション実施のステップと
して、最後に検討結果をまとめるというステップがある27）。
ここでは上述したように、倫理的問題を整理する過程にお
いては、医療の専門知識や倫理理論などに基づいて対立軸
について蓋然性のある判断を行う必要がある。また実践に
活かせる倫理的な提案・助言が求められており13）、具体的
にどのような行為をとるべきかについて示す必要がある26）

とされている。実際にASBHは、臨床倫理コンサルテーシ
ョンに必要な知識として医療システムや道徳的推論及び
倫理理論の知識が必要であるとしている29）。したがって、今
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表５．認知の偏り

図１．臨床倫理ケースコンサルタント役割に伴う

ストレス認知の関連要因



回の調査で挙げたようなガイドライン・倫理綱領の内容
を理解しておくこと、またはその存在を知っていること
で、倫理的問題の整理に役立ち、自信のなさやストレスの
低減にも重要であると考えられる。

またストレス認知の高い項目としてコンサルテーショ
ン運営の因子の「1．それぞれの部署の理念や職種の専門
性、重く価値をおくところに多様性があり、医療・ケア方
針の合意形成が難しい」も挙げられていた。倫理ケースカ
ンファレンスに参加する関係者それぞれの考えは、各々の
異なる経験から形成されており、ケースに対する受け取り
方、関心、価値の置き方は異なるものである。意思決定支
援において、正解を導く意思決定は不可能であるが、これ
で正解だったと確信する意思決定は可能である30）とされて
おり、お互いの「納得感」を指標にして話し合うことの必
要性を示している。しかし、話し合いが平行線に終わるこ
とや、怒りなどの不快感を残す話し合いもあり、ファシリ
テーションの難しさをコンサルタントは経験している31）と
いわれている。したがって、管理者は関係者の考えだけで
なく、その背景が表現され、お互いが理解するとともに、納
得しあえる結果を導けるようファシリテーションする必
要がある。このファシリテートする能力は、何度も実践を
繰り返すうちに徐々に身についていくものである32）といわ
れており、自信をもてるよう実践を重ねる中でスキルアッ
プしていくことが必要である。

２．臨床倫理ケースコンサルト役割に伴うストレスへの関
連要因

本研究の結果より、認知の偏りはCECS-Sに正の、CECS-
SはK6に正の有意なパスを示した。このことは、認知の偏
りがあるほど臨床倫理ケースコンサルタント役割に伴う
ストレスを強く感じ、そのことは精神健康度を低めること
を意味する。本研究の対象者における認知の偏りで、平均
点が高かった下位因子の上位3つは、「べき思考」、「自己
批判」、「深読み」の順であった。

はじめに「べき思考」の質問項目をみると、「～しなけ
ればならない」、「～すべきだったのに」などと思考する
特性を問うものになっている。看護管理者は他の人に聞い
たり、相談したりしたいのに、頑張って自分が決めなけれ
ばいけないという文化が強いといわれる33）ことからも、管
理者であるがゆえに、自分が判断し、方針を決めなければ
と、「～でなければ」と自分の役割を過剰に意識している
可能性がある。臨床倫理コンサルタントの役割は、ファシ
リテーションと特徴づけられるように26）参加者と一緒に会
話し、方向性を見出していくことである。先行研究におい
ても臨床倫理カンファレンスにおいて「ファシリテータの
発言は適切でなければならないというプレッシャー」や
「模範解答を言わないといけないというプレッシャー」が
あるという思いが語られている32）。この「～しなければな

らない」という思いが自分自身に負担をかけることにな
り、ストレスを高く認知させているものと考えられる。

次に「自己批判」であるが、これは自分に関係のない否
定的な出来事を、自分に関係づけて考える傾向である個人
化を示すものである。谷津ら34）は臨床倫理カンファレンス
のファシリテータを体験した看護師が、「事例がどういう
状況なのか理解が不十分」である時に、強い緊張を体験し
ていることを報告している。本家ら13）の調査においても、臨
床倫理カンファレンスの中で、情報不足がコンサルタント
側の困難さの要因となっているが、その不足した情報は相
談者から提供される患者の価値を重視した情報であった。
このように、相談者からの情報が不十分であるために事例
の理解や分析が困難になっている場合がある。しかしなが
ら上述したように、管理者は自分の役割を過剰に意識し、
解決策を提案しなければならないと自負し、事例の理解や
分析が十分でない原因は自分にあるかのようにとらえる
といった自己批判的な特性を持っているとするならば、コ
ンサルタント役割に対するストレスも高く認知するであ
ろう。臨床倫理コンサルテーションで重要なのは、参加者
同士が他者との関係性の中で気負うことなく互いのもつ
資源を引き出しつつかかわりあうことである35）。谷津ら34）

も、ファシリテータ自身も参加者とのかかわりを通して自
身の情緒的安定を図り、互いに学びを深めていると報告し
ている。したがって管理者は、自身を批判しすぎることな
く、経験を重ねコンサルタント能力を身に付けていくこと
がストレス低減につながると考えられる。

最後に「深読み」であるが、”Jumping to Conclusions”と
いう結論を急ぐ、早とちり、という意味である。これはあ
る事象が起きたことに対して、根拠が不十分なままにその
事象の原因や結果を認知する特性を示している。看護実践
において限られた情報からアセスメントを行うことは看
護の基本であり、看護中間管理者のコンピテンシー36）にお
いても現象の意味付けを行う概念化志向、他の組織と比較
して分析する等の分析的思考等、看護管理者として様々な
場面において限られた情報から思考、判断をしなければな
らない状況がある。したがって、ある程度経験に裏付けさ
れた予測により判断や行動することは、悪いことではな
い。しかし、はじめにでも述べたように臨床倫理コンサル
テーションに伴う困難さの1つに「倫理」の曖昧さがあり、
背景には現場の医療者の「倫理」に対する理解の少なさや、
倫理的問題を言語化する困難さがあるとされている13）。今
回の調査で、対象となった看護管理者は自分自身の臨床倫
理コンサルタント能力に不十分さを感じていることが明
らかとなっている。したがって、今回の調査対象者も倫理
的課題に対して倫理の曖昧さを感じており、課題の本質的
な問題を十分に把握することができないまま、課題に対す
る対応をしていかなければならない状況がストレスにつ
ながっている可能性が考えられた。
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以上のように看護管理者は、管理者としての役割の自負
や経験に裏打ちされ判断しているが、この傾向が強いと偏
った認知になり、自己の能力を不十分に感じたり、合意形
成に向けたコンサルテーション運営が難しいと感じたり
する恐れがある。したがって臨床倫理の問題は曖昧さがあ
り、臨床倫理ケースカンファレンスでは参加者全員で納得
できる方針を見出していく場であるといった参加者の相
互理解が、看護管理者の臨床倫理ケースカンファレンスに
伴うストレス認知を軽減する可能性があると考えられる。
また看護管理者自身が自らの認知の偏りを自覚する機会
を持てるよう、スーパーバイズを受けられるような支援体
制も必要である。たとえば自分自身の認知活動の状態や特
徴を認知・統制するシステムとして、メタ認知37）が知られ
ているが、これを効果的に行える能力であるメタ認知的ス
キルの獲得については、対象者がメタ認知的スキルの重要
性を理解した上で、主体的に学習することが必要である38）

とされている。看護管理者においてもメタ認知に関する研
修の積極的な受講等により、自身のメタ認知的スキルを獲
得・向上させることが認知の偏りの自覚とコントロール
に役立つ可能性があると考えられる。

Ⅴ．結論

維持血液透析看護における看護管理者の臨床倫理ケー
スコンサルタント役割に伴うストレス認知への関連要因
を検討した結果、認知の偏りが臨床倫理ケースコンサルタ
ント役割に伴うストレス認知を介して精神健康度に有意
に影響していた。研修等の実施により看護管理者が自らの
認知の偏りを自覚する機会を作ることで、臨床倫理ケース
コンサルト役割に伴うストレスを軽減し、精神健康度を良
好に保つことができる可能性が示唆された。

本研究は平成31年度岡山県立大学地域貢献研究助成を得
て行った。開示すべきCOIはない。
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